
最
高
裁
に
お
い
て
平
成
ニ―

年
に
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧

(1
)
 

先
に
紹
介
し
た
、
最
高
裁
に
お
い
て
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
以
降
平
成

一
九
年

（二
0
0
七
年
）
末
ま
で
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
の

一
覧
、
及

(2
)
 

び
、
最
高
裁
に
お
い
て
平
成
二

0
年

（二

0
0
八
年
）
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
の
補
遺
と
し
て
、

最
高
裁
に
お
い
て
平
成
ニ

―
年

（二

0
0
九
年
）
に
確

定
し
た
死
刑
判
決
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
最
高
裁
判
所
裁
判
集
刑
事

（裁
判
集
刑
；
集
刑
）
二
九
六
号
乃
至
二
九
九
号
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ

(3
)

（

4
)
 

平
成
ニ

―
年

（二

0
0
九
年
）
に
は
、
第

一
審
で
死
刑
が
言
渡
さ
れ
た
も
の
の
、
控
訴
審
で
破
棄
さ
れ
て
無
期
懲
役
が
言
渡
さ
れ
た
事
件
に
対
し
、
検

(
5
)

（

6
)
 

察
官
が
死
刑
選
択
基
準
に
関
す
る
判
例
違
反
を
主
張
し
て
行
な
っ
た
上
告
を
最
高
裁
が
棄
却
し
て
い
る
。
ま
た
、
第

一
｛
番
で
無
期
懲
役
が
言
渡
さ
れ
、
控

(
7
)
 

訴
審
が
控
訴
棄
却
に
よ
り
無
期
懲
役
の
判
断
を
維
持
し
た
事
件
に
対
し
、
検
察
官
が
死
刑
選
択
基
準
に
関
す
る
判
例
違
反
を
主
張
し
て
行
な

っ
た
上
告
を

(8
)
 

最
高
裁
が
棄
却
し
て
い
る
。

(9
)
 

な
お
、
死
刑
選
択
甚
準
に
関
す
る
分
析
に
つ
い
て
は
、
拙
著
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

る
。

一
、
紹
介
方
法
及
び
凡
例

紹
介
方
法
及
び
凡
例
は
、
先
に
紹
介
し
た

一
覧
と
同
様
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
被
殺
者
数
三
名
以
上
の
事
案
、
被
殺
者
数
二
名
、
被
殺
者
数

一
名
の
事

永

五
九 田

最
高
裁
に
お
い
て
平
成
ニ
―
年
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
一
覧

〔
資
料
〕

（
一
四
二
四
）

憲

史



案
に
分
け
て
紹
介
す
る
。
ま
た
、
被
殺
者
数
二
名
及
び
被
殺
者
数
一
名
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
死
刑
選
択
基
準
を
考
察
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
と
考
え
た

事
案
の
概
要
は
、
確
定
し
た
判
決
の
判
決
文
に
よ
っ
た
。
審
級
間
で
量
刑
が
異
な
っ
た
事
件
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り
、
審
級
ご
と
に
判
示
さ
れ
た

【
被
殺
者
数

＊
判
決
順
の
番
号
は
、
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
以
降
の
通
し
番
号
と
す
る
。

二
、
被
殺
者
三
名
以
上
の
事
案

最
判
平
ニ
―
年

―
二
月

一
0
日
裁
判
集
刑
二
九
九
号
五
六
五
頁
〈
第

一
｛
番
無
期
懲
役
》

（
一
四
二
三
）

オ
ウ
ム
真
理
教
信
者
。
元
信
者
を
絞
殺
。

V

X
ガ
ス
で

一
名
を
殺
害
、
二
名
を
殺
害
し
よ
う
と
す
る
も
失
敗
。
信
者
の
家
族
を
逮
捕
監
禁
致
死
、
死

体
を
焼
却
。
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
で
無
差
別
に

―
二
名
を
殺
害
、
多
数
を
傷
害
。
強
制
捜
査
を
阻
止
す
る
た
め
、
教
団
経
営
の
店
舗
内
に
火
炎
び
ん
投

棄
。
新
宿
駅
地
下
街
で
青
酸
ガ
ス
を
発
生
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
失
敗
。
教
団
の
組
織
防
衛
を
目
的
。
組
織
的
、
計
画
的
、
反
社
会
的
犯
行
。
教
団
幹
部
、

犯
行
に
関
与
、
犯
行
全
体
の
円
滑
な
実
行
の
た
め
に
不
可
欠
で
重
要
な
役
割
、
犯
行
計
画
の
具
体
的
内
容
を
指
示
説
明
。
サ
リ
ン
暴
露
の
後
遺
症
で
多

数
に
深
刻
な
健
康
被
害
。
被
害
感
情
厳
し
い
。
前
科
な
し
。
事
案
解
明
に
貢
献
。
真
摯
な
反
省
悔
悟
。
被
告
人
及
び
両
親
が
寄
付
。
第

一
審
は
、
①

地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
へ
の
関
与
に
つ
い
て
、
具
体
的
決
定
に
関
与
し
て
お
ら
ず
、
も
と
も
と
予
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
、
意
思
決
定
者
や
そ
れ
に

【

14ー

1
】

L
i
;燕
期
懲
役
で
服
役
後
、
仮
出
獄
・
仮
釈
放
中
の
犯
行

J

．
犯
行
当
時
少
年

同

一
被
殺
者
数
・
同

一
類
型
中
の
判
決
順
】

〈
凡
例
〉

量
刑
事
情
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
。

た
め
、
犯
行
の
目
的
別
に
分
類
し
た
。

関

法

第

六

0
巻

六

号

六
〇



保
険
金
詐
欺
を
長
年
累
行
、
犯
罪
性
向
根
深
い
。
前
科
な
し
。

【

4
|
1
1】

し
い
。
社
会
に
不
安
と
恐
怖
。
反
省
。

【

12
|
2

】

最
判
平
ニ
―

年

―
一
月
六
日
裁
判
集
刑
―

一九
八
号

一
頁

げ
て
破
棄
自
判
し
、
死
刑
を
言
渡
し
た
。

六

付
随
す
る
立
場
で
は
な
く
、
実
行
役
に
対
し
て
指
示
命
令
す
る
上
位
者
と
し
て
行
動
し
た
わ
け
で
も
、
実
行
役
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
行
為
を
し
た
わ
け

で
も
な
く
、
後
方
支
援
又
は
連
絡
調
整
役
に
す
ぎ
ず
、
主
導
的
役
割
は
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
、
②
他
の
事
件
に
つ
い
て
も
指
揮
主
導
し
た
事
件
で

は
被
害
者
が
死
亡
し
て
い
な
い
こ
と
、

③

マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
も
過
大
視
は
で
き
な
い
も
の
の
、
そ
れ
な
り
に
評
価
で
き
る
こ
と
を

指
摘
し
て
、
無
期
懲
役
を
言
渡
し
た。

控
訴
審
は
、

国

統
合
調
整
と
い
う
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、

実
行
役
と
同
等
の
責
任
が
あ
る

こ
と
、

⑯

他
の
事
件
で
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
な
ど
し
た
こ
と
、

国

被
告
人
二
名
。
オ
ウ
ム
真
理
教
信
者
。
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
で

―
二
名
殺
害
。
傘
で
サ
リ
ン
入
り
袋
を
突
き
刺
し
た
実
行
犯
。
自
動
小
銃
の
製
造
未

遂
。
被
告
人
の
う
ち

一
名
は
新
宿
駅
地
下
街
で
青
酸
ガ
ス
を
発
生
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
未
遂
、
東
京
都
知
事
を
燥
発
物
で
殺
害
し
よ
う
と
企
ん
で
爆
発

物
を
製
造
後
に
郵
送
し
て
郵
便
物
の
点
検
作
業
を
し
て
い
た
都
職
員
に
重
篤
な
障
害
を
負
わ
せ
る
。
別
の
被
告
人
は
小
銃

一
丁
を
製
造
。
い
ず
れ
も
共

犯
者
あ
り
。
教
団
の
組
織
防
衛
を
目
的
。
組
織
的
、
計
画
的
、
反
社
会
的
犯
行
。
上
位
の
教
団
幹
部
の
指
示
、
犯
行
に
積
極
的
に
関
与。

被
害
感
情
厳

最
判
平
ニ
一

年
四
月
二

：
日
判
時
二

0
四
三
号

一
五
三
頁

自
治
会
の
夏
祭
り
の
カ
レ
ー
鍋
に
亜
砒
酸
を
混
入
、
急
性
砒
素
中
毒
で

一
六
歳
及
び

一
0
歳
を
含
む
四
名
を
殺
害
、
六
三
名
に
対
す
る
殺
人
未
遂
、

後
遺
症
残
る
被
害
者
も
存
在
。
殺
意
は
未
必
的
。
犯
行
動
機
未
解
明
。
全
面
的
に
否
認
。
地
域
社
会
に
衝
撃
甚
大
。
他
に
殺
人
未
遂
及
び
保
険
金
詐
欺
゜

最
高
裁
に
お
い
て
平
成―

二

年
に
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧

マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
影
響
力
は
支
配
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
挙

（
一
四
二
二
）



_
4
|
14】

最
判
平
ニ

―
年
七
月

一
七
日
裁
判
集
刑
二
九
七
号
二

0
九
頁

罰
感
情
峻
烈
。
事
案
の
全
容
解
明
に
協
力
。
反
省
。

最
判
平
ニ
―

年
六
月
五
日
裁
判
集
刑
二
九
六
号
五
三
九
頁

反
省
な
し
。最

判
平
ニ
―

年
七
月

一
0
日
裁
判
集
刑
二
九
七
号
五
九
頁

（一

四―

二

）

被
告
人
二
名
。
夫
婦
で
犬
の
繁
殖
販
売
業
を
営
み
、
不
当
に
高
額
で
犬
を
購
入
さ
せ
た
代
金
の
返
還
を
免
れ
る
た
め
、
硝
酸
ス
ト
リ
キ
ニ
ー
ネ
で
毒

殺
。
殺
害
を
察
知
し
て
財
産
的
要
求
を
繰
り
返
し
た
暴
力
団
幹
部
及
び
そ
の
付
き
人
を
同
様
に
毒
殺
。
虚
偽
の
出
資
話
が
露
見
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
同

様
に
毒
殺
。
い
ず
れ
も
別
の
共
犯
者
と
共
謀
し
て
死
体
を
解
体
し
焼
損
し
て
投
棄
。
計
画
性
。
死
体
解
体
用
の
包
丁
や
死
体
焼
却
用
の
薪
も
準
備
。
妻

の
被
告
人
は
実
行
行
為
及
び
第
三
事
件
に
関
与
せ
ず
。
夫
の
被
告
人
に
は
科
料
の
前
科
の
み
、
妻
の
被
告
人
に
は
前
科
な
し
。
虚
偽
の
弁
解
。
真
摯
な

対
立
す
る
暴
力
団
幹
部
を
殺
害
し
よ
う
と
住
宅
街
に
あ
る
ス
ナ
ッ
ク
内
外
で
至
近
距
離
か
ら
発
砲
、
ボ
デ
ィ
ー
ガ
ー
ド

一
名
及
び

一
般
客
三
名
を
射

殺
、
暴
力
団
幹
部
及
び
そ
の
知
人
に
重
傷
を
負
わ
せ
る
。
計
画
性
。
強
固
な
殺
意
。
自
己
の
所
属
す
る
暴
力
団
組
長
か
ら
の
命
令
。
共
犯
。
実
行
役
と

し
て
自
ら
二
名
を
射
殺
。
共
犯
者
と
と
も
に
対
立
す
る
暴
力
団
の
別
の
幹
部
宅
に
火
炎
瓶
で
放
火
す
る
も
未
遂
、
逃
走
時
に
拳
銃
発
射
。
襲
撃
準
備
の

た
め
に
拳
銃
及
び
盗
難
自
動
車
を
譲
受
け
。
発
砲
事
件
後
に
海
外
へ
逃
亡
す
る
た
め
に
他
人
名
義
の
旅
券
を
入
手
し
て
出
国
。
前
科
な
し
。
遺
族
の
処

オ
ウ
ム
真
理
教
信
者
。
出
家
信
者
を
殺
害
。
弁
護
士

一
家
三
名
を
殺
害
。
化
学
プ
ラ
ン
ト
を
建
設
し
て
サ
リ
ン
を
大
最
に
生
成
し
よ
う
と
企
て
て
殺

人
予
備
。
い
ず
れ
も
共
犯
者
あ
り
。

L
S
D
の
製
造
に
関
す
る
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
違
反
な
ど
も
実
行
。
教
団
の
組
織
防
衛
を
目
的
。
組
織
的
、

計
画
的
、
反
社
会
的
犯
行
。
教
団
幹
部
と
し
て
積
極
的
に
関
与
。
被
害
感
情
厳
し
い
。
社
会
に
大
き
な
衝
撃
。
反
省
。

【

4
|
13】

【

4
|
1
2
- 関

法

第

六

0
巻

六

号

六



【

2
c
|
3
8】

最
判
平
ニ

一
年
六
月
九
日
裁
判
集
刑
二
九
六
号
七
五

一
頁

す
る
共
謀
の
点
を
除
い
て
事
実
関
係
を
認
め
、
反
省
。

【

2
cー

37】

三
、
被
殺
者
二
名
の
事
案

最
判
平
ニ

―
年

一
月
二
二
日
裁
判
集
刑
二
九
六
号
六

一
頁

暴
力
団
組
長
と
そ
の
妻
を
拳
銃
で
射
殺
。
当
初
、
金
品
を
強
取
し
よ
う
と
拳
銃
・
脇
差
し
・
バ
ー
ル
等
を
準
備
す
る
も
実
行
計
画
者
が
逮
捕
さ
れ
強

盗
予
備
に
留
ま
る
。
計
画
が
暴
力
団
組
長
に
発
覚
す
る
こ
と
を
恐
れ
た
【
2
c
|
3
7
】

の
加
重
所
持
。
白
昼
、
住
宅
街
で
の
犯
行
。
拳
銃
の
加
重
所
持
等
で
前
科
四
犯
。

最
判
平
ニ

―
年
三
月
二
三
日
裁
判
集
刑
二
九
六
号

一
九
三
頁

【2
c
|
3
6
】
の
共
犯
者
。
暴
力
団
組
長
方
を
標
的
と
す
る
襲
撃
計
画
を
立
案
す
る
も
実
行
計
画
者
が
逮
捕
さ
れ
、
計
画
が
同
組
長
に
発
覚
す
る
こ

と
を
恐
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
【
2
c
|
3
6
】
の
被
告
人
に
依
頼
し
て
同
組
長
と
そ
の
妻
を
拳
銃
て
射
殺
。
白
昼
、
住
宅
街
で
の
犯
行
。
実
行
行
為
に
は

直
接
携
わ
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
拳
銃
を
手
渡
し
、
組
長
夫
婦
の
動
静
を
伝
え
て
殺
害
を
促
す
な
ど
犯
行
に
主
体
的
積
極
的
に
関
与
。
拳
銃
の
加
重
所

持
。
飲
食
店
へ
の
建
造
物
侵
入
、
威
力
業
務
妨
害
、
覚
せ
い
剤
の
自
己
使
用
も
。
多
数
の
前
科
。
暴
力
団
と
長
年
の
関
係
。
同
組
長
の
妻
の
殺
害
に
関

パ
チ
ン
コ
店
の
従
業
員
を
殺
害
し
て
店
の
鍵
を
強
取
し
、
そ
の
鍵
を
使
っ
て
店
に
侵
入
し
て
売
上
金
を
窃
取
。
同
様
に
パ
チ
ン
コ
店
の
従
業
貝
を
殺

害
し
て
鍵
を
強
取
す
る
も
店
の
金
庫
の
解
錠
に
失
敗
。
い
ず
れ
も
死
体
を
河
川
に
投
棄
。
共
犯
、
共
犯
者
が
主
導
的
役
割
果
た
す
も
、
第

-
事
件
で
供

用
物
件
を
自
ら
用
意
、
第
二
事
件
で
襲
撃
場
所
を
提
案
、
実
行
行
為
に
積
極
的
に
加
担
、
主
体
的
に
犯
行
遂
行
、
取
得
し
た
現
金
を
共
犯
者
と
折
半
。

交
通
事
犯
に
よ
る
罰
金
以
外
の
前
科
な
し
。
若
年
。
母
親
が
第

一
事
件
の
被
害
者
遺
族
に
見
舞
金
、
店
に

一
部
を
弁
償
。
定
職
に
就
か
ず
パ
チ
ン
コ
店

最
高
裁
に
お
い
て
平
成
ニ

―
年
に
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧

【

2
c
|
3
6】

（
そ
の
他
の
利
欲
目
的

六

の
被
告
人
か
ら
殺
害
を
依
頼
さ
れ
報
酬
目
当
て
に
犯
行
。
拳
銃

（一

四

一0
)



【

2
c
|
4
1】

、
o

し

【

2
c
|
4
0】

最
判
平
ニ

―
年

―
二
月

―
]
日
裁
判
集
刑
二
九
九
号
九
ニ

―
頁

最
判
平
ニ

―
年
六
月
二
三
日
裁
判
集
刑
二
九
六
号
八
八
―
―
―頁

所
属
す
る
暴
力
団
か
ら
行
方
を
く
ら
ま
せ
た
被
害
者
に
憤
激
し
、
鉄
パ
イ
プ
等
で
多
数
回
殴
打
な
ど
す
る
う
ち
に
殺
害
を
決
意
し
、
自
動
車
で
礫
き
、

殴
る
蹴
る
な
ど
し
た
上
、
海
中
に
投
棄
。
債
務
免
脱
を
図
り
、
所
持
金
を
強
取
す
べ
く
殺
害
、
死
体
を
海
中
に
投
棄
。
共
犯
者
の
実
母
か
ら
約
二
四
〇

0
万
円
を
詐
取
。
共
犯
、
共
犯
者
に
指
図
す
る
な
ど
主
導
し
て
実
行
、
中
心
的
役
割
。
第
二
事
件
は
周
到
に
犯
行
方
法
に
関
し
て
謀
議
を
重
ね
る
な
ど

の
計
画
性
。
罰
金
以
外
の
前
科
な
し
。
遺
族
の
処
罰
感
情
峻
烈
゜

虚
偽
の
説
明
を
し
て
保
険
契
約
を
締
結
さ
せ
た
も
の
の
、
虚
偽
で
あ
る
こ
と
が
露
見
し
か
ね
な
い
状
況
と
な
り
、
解
約
に
言
及
さ
れ
た
た
め
、
経
済

的
利
得
の
保
持
の
た
め
に
顧
客
の
夫
妻
を
刺
殺
。
計
画
性
。
営
業
成
績
を
伸
ば
す
た
め
に
架
空
の
保
険
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
保
険
料
支
払
の
た
め
に

保
険
料
の
横
領
を
反
復
。
自
殺
を
偽
装
し
て
約

―
―
―
―
年
間
逃
亡
。
第
一
審
公
判
途
中
か
ら
犯
行
否
認
、
不
合
理
な
弁
明
。
前
科
な
し
。
遺
族
感
情
厳
し

被
告
人
二
名
。
地
域
開
発
事
業
に
絡
ん
で
絞
殺
。
建
設
会
社
社
長
に
架
空
の
工
事
話
を
持
ち
掛
け
、
ロ
ー
プ
で
絞
殺
し
て
現
金
九

0
0
万
円
と
四

一

0
0
万
円
相
当
の
約
束
手
形
を
強
取
。
計
画
性
高
い
。
死
体
は
重
機
で
掘
っ
た
穴
に
遺
棄
。
首
謀
者
の
被
岩
人
は
高
齢
の
女
性
か
ら
額
面
六

0
0
万
円

の
小
切
手
を
詐
取
。
首
謀
者
の
被
告
人
は
、
道
交
法
違
反
に
よ
る
懲
役
前
科
二
犯
、
罰
金
前
科
二
犯
、
反
省
な
し
、
慰
謝
な
し
。
も
う
一
人
の
被
告
人

は
、
果
た
し
た
役
割
が
大
き
い
。
強
殺
事
件
で
は
相
応
の
分
け
前
。
前
科
な
し
。
供
述
に
よ
り
事
案
解
明
。
謝
罪
。
慰
謝
。

【

2
c
|
3
9】

最
判
平
ニ

―
年

―
二
月
四
日
裁
判
集
刑
二
九
九
号
一
頁

に
入
り
浸
る
。
遺
族
の
処
罰
感
情
厳
し
い
。
反
省
。

関

法

第

六

0
巻

六

号

六
四

（
一
四

一
九）



な
し
。 殺。

最
高
裁
に
お
い
て
平
成
ニ
―
年
に
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧

飲
食
店
経
営
者
に
対
す
る
暴
行
事
件
の
慰
謝
料
及
び
看
板
料
と
し
て
要
求
さ
れ
た
高
額
の
金
銭
を
支
払
え
ば
面
子
が
潰
れ
る
と
考
え
、
支
払
を
装
っ

て
呼
び
出
し
た
営
業
中
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
で
テ
ー
ブ
ル
越
し
に
発
砲
、
逃
げ
出
し
た
被
害
者
を
追
い
掛
け
、
出
入
口
及
び
店
先
で
二
名
を
射

一
般
客
の
テ
ー
ブ
ル
に
着
弾
。
他
の
組
長
二
名
が
共
犯
、
率
先
し
て
発
砲
、
積
極
的
に
犯
行
遂
行
。
計
画
性
。
強
固
な
殺
意
。
被
害
者
の
不
当
な

要
求
が
誘
発
。
暴
力
団
構
成
員
で
あ
る
が
塗
装
業
に
従
事
。
交
通
事
犯
で
服
役
、
傷
害
罪
で
執
行
猶
予
付
き
懲
役
刑
。
反
省
。
謝
罪
。

(
1
)

拙
稿
「
最
高
裁
に
お
い
て
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
以
降
に
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧
（
裁
判
集
刑
二
九
二
号
ま
で
）
」
関
西
大
学
法
学

論
集
五
九
巻

一
号
（
二

0
0
九）

一
0
九
頁
以
下
。
犯
行
当
時
少
年
の
被
告
人
に
対
す
る
死
刑
判
決
の

一
覧
と
し
て
、
「
最
高
裁
に
お
い
て
第
二

次
世
界
大
戦
終
戦
後
に
犯
行
当
時
少
年
の
被
告
人
に
対
し
て
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧
」
関
西
大
学
法
学
論
集
五
九
巻
二
号
（
二

0
0
九）

一
四

四
頁
以
下
。

(
2
)

拙
稿
「
最
高
裁
に
お
い
て
平
成
二

0
年
に
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧
」
関
西
大
学
法
学
論
集
五
九
巻
六
号
（
二

0
0
九）

一
0
0
頁
以
下
。
最

高
裁
に
お
い
て
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
以
降
平
成
二

0
年
（
二

0
0
八
年
）
末
ま
で
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
、

拙
著
『
死
刑
選
択
基
準
の
研
究
』

（
関
西
大
学
出
版
部
、
二

0
1
0
)
二
0
三
頁
以
下
。

(
3
)

秋
田
地
判
平

一
六
年
九
月
二
二
日
公
刊
物
未
登
載
。

(
4
)

仙
台
高
秋
田
支
判
平

一
七
年

―一

月
二
九
日
公
刊
物
未
登
載
。

(
5
)

最
決
平
ニ

―
年

一
月

一
四
日
判
タ

―
二
九
五
号
一
八
八
頁
。

(
6
)

大
分
地
判
平
一
七
年
四
月

一
五
日
公
刊
物
未
登
載
。

、I
,e
 

fI
し

【

2
e
|
9
-

愛
憎
ほ
か

四
、
被
殺
者

一
名
の
事
案

最
判
平
ニ

―
年
六
月

一
五
日
裁
判
集
刑
二
九
六
号
八
四
五
頁

六
五

（
一
四

一
八）



て
お
り
、
犯
行
当
時
の
年
齢
が

一
八
歳
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

上
げ
る
。

表
し
ま
す
。

拙
稿
「
最
高
裁
に
お
い
て
第
二
次
世
界
大
戦
終
戦
後
に
犯
行
当
時
少
年
の
被
告
人
に
対
し
て
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧
」
関
西
大
学
法
学
論
集
五
九
巻

【

J
4
|
4
x
】
最
判
昭
四

一
年

―
二
月

一
日
刑
資

一
八
九
号
事
件

一
覧
表

一
頁
本
文

一
頁
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
削
除
す
る
と
と
も
に
、
お
詫
び
申
し

本
資
料
は
、
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
に
お
け
る
検
察
官
の
上
告
趣
意
書
の
別
表
「
犯
時
少
年
の
事
件
に
対
し
死
刑
の
判
決
が
確
定
し
た
事
例
」

集
三
七
巻
六
号
六
五
九
頁
以
下
）
を
も
と
に
、
追
加
及
び
修
正
を
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
当
該
事
件
に
つ
い
て
は
、
同
別
表
三
二
番
と
し
て
記
載
さ
れ

れ
た
と
思
わ
れ
る
刑
資

一
八
九
号
事
件

一
覧
表

一
頁
に
も
、
同
様
の
記
述
が
あ
る
。

し
か
し
、
原
々
審
で
あ
る
横
浜
地
判
四

0
年
六
月
二
八
日
刑
資

一
八
九
号

一
頁
が
事
件
発
生
年
月
日
を
昭
和
三
九
年

(
-
九
六
四
年
）

と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
別
表
及
び
刑
資

一
八
九
号
事
件

一
覧
表
に
記
載
の
事
案
の
概
要
に
は
昭
和
三
七
年

(
-
九
六
二
年
）

二
号

（二

0
0
JL) 

〈訂
正
》

＊
 

(7
)
 

(8
)
 

(9
)
 福

岡
高
判

一
九
年
二
月
二
六
日
公
刊
物
未
登
載
。

最
決
平
ニ

―
年

―
二
月

一
七
日
裁
判
集
刑
二
九
九
号

―
二
七
五
頁。

拙
著
・
前
掲
注

(
2
)
。

判
例
資
料
の
収
集
に
あ
た
っ
て
、
関
西
大
学
図
書
館
閲
覧
参
考
課
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
カ
ウ
ン
タ
ー
に
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
記
し
て
謝
意
を

一
四
四
頁
以
下
の
登
載
事
件
の
う
ち
、
被
告
人
が
犯
行
当
時
成
年
で
あ
っ
た
と
い
う
誤
り
が
判
明
し
た
た
め
、
同

一
四
七
頁
記
載
の

関

法

第

六

0
巻

六

号

（刑
集
三
七
巻
六
号
六
八
三
ー
六
八
四
頁
）
。
ま
た
、
別
表
作
成
に
当
た
っ
て
参
考
に
さ

六
六

（一

四

一
七）

1
0
月
二
五
日

1
0
月
二
五
日
で
あ
る
旨
の （刑



最
高
裁
に
お
い
て
平
成
ニ

―
年
に
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧

人
の
事
件
で
は
な
い
た
め
、
こ
れ
を
削
除
す
る
こ
と
と
し
た
。

記
述
が
あ
り
、
原
々
審
判
決
の
内
容
と
、
別
表
及
び
刑
資

一
八
九
号
事
件

一
覧
表
の
内
容
に
甑
甑
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

そ
こ
で
、
被
告
人
の
氏
名
や
事
案
の
概
要
が

一
致
す
る
事
件
の
新
聞
報
道
な
ど
を
入
手
し
て
調
壺
し
た
と
こ
ろ
、

六
七

（
一
四

i

六）

い
ず
れ
も
被
告
人
が
犯
行
当
時
二

0

（事
件
直
後
の
読
売
新
聞
昭
和
三
九
年

一
0
月
二
七
日
付
朝
刊
、
同
日
付
夕
刊
、
朝
日
新
聞
昭
和
三

九
年

一
0
月
二
七
日
付
朝
刊
、
同
日
付
夕
刊
、
二
八
日
付
朝
刊
、
毎
日
新
聞
昭
和
三
九
年

一
0
月
二
七
日
付
朝
刊
、
同
日
付
夕
刊
。
第

一
審
判
決
に
つ
い

て
の
読
売
新
聞
昭
和
四
0
年
六
月
二
八
日
付
夕
刊
、
朝
日
新
聞
昭
和
四
0
年
六
月
二
八
日
付
夕
刊
、
毎
日
新
聞
昭
和
四
0
年
六
月
二
八
日
付
夕
刊
。
な
お
、

最
高
裁
判
所
判
決
に
つ
い
て
の
毎
日
新
聞
昭
和
四

1

年

―
二
月

；
日
付
夕
刊
に
は
、
最
高
裁
判
決
時
に
二
二
歳
で
あ
る
旨
の
記
述
が
あ
る
）。

さ
ら
に
、
原
々
審
判
決
に
お
い
て
は
、
被
告
人
は
昭
和

一
九
年

(
-
九
四
四
年
）

昭
和
―
―
―五
年

(
-
九
六
0
年
）
に
中
学
校
を
卒
業
し
て
い
る
旨
の
記
述
が
あ
り

1
0
月
三
日
生
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
新
聞
報
道
に
お
い
て
は
、

（毎
日
新
聞
昭
和
三
九
年

一
0
月
二
七
日
付
夕
刊
）
、
原
々
審
判
決
と
新

以
上
か
ら
、
刑
資

一
八
九
号
事
件

一
覧
表

一
頁
に
犯
行
年
月
日
の
誤
記
が
あ
り
、
こ
れ
を
参
考
に
し
た
別
表
も
同
様
の
誤
記
を
行
な

っ
た
と
考
え
る
こ

と
が
妥
当
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
当
該
事
件
は
犯
行
当
時
成
年
に
達
し
て
い
た
者
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
犯
行
当
時
少
年
の
被
告

聞
報
道
は
符
合
し
て
い
る
。

歳
で
あ
る
旨
、
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た


